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衆
議
院
議
員
山
内
惠
子
君
提
出
「
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
五

十
二
号
。
以
下
「
ア
イ
ヌ
新
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
（
明
治
三
十

二
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
旧
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
北
海
道
旧
土
人
共

有
財
産
（
以
下
「
共
有
財
産
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
旧
保
護
法
に
基
づ
き
、
北
海
道
知
事
が
管
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
ア
イ
ヌ
新
法
の
施
行
後
は
ア
イ
ヌ
新
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
北
海
道
知
事
が
管

理
及
び
共
有
者
へ
の
返
還
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
は
厚
生
労
働
省
（
平
成
十
三
年
一
月
五
日
以
前
は
厚
生
省
）
の
所
管
で
あ
る
が
、
昭
和
六
十
二
年

五
月
十
五
日
の
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
御
指
摘
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
質
問

内
容
の
通
告
が
な
く
、
厚
生
省
の
職
員
が
同
委
員
会
に
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
明
確
な
答
弁
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



北
海
道
厚
岸
郡
厚
岸
町
小
島
内
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
共
有
に
係
る
土
地
（
以
下
「
厚
岸
小
島
ア
イ
ヌ
共
有
地
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
旧
保
護
法
に
基
づ
き
、
大
正
十
三
年
北
海
道
庁
令
第
二
十
一
号
を
も
っ
て
共
有
財
産
と
し
て
指
定
し
、
北
海

道
庁
長
官
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
以
降
は
北
海
道
知
事
）
が
管
理
し
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
七
年
北
海
道
規
則
第
百
七

十
四
号
を
も
っ
て
北
海
道
知
事
が
当
該
指
定
を
廃
止
し
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
十
四
日
付
け
で
北
海
道
釧
路
国
支
庁
長
が
同

町
内
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
係
る
土
地
の
共
有
者
の
代
表
者
と
の
間
で
「
厚
岸
町
旧
土
人
共
有
財
産
引
渡
書
」
を
作
成
し
、
引

き
渡
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
厚
岸
小
島
ア
イ
ヌ
共
有
地
に
つ
い
て
は
、
旧
保
護
法
に
基
づ
く
適
正
な

手
続
に
よ
り
、
北
海
道
知
事
の
管
理
権
限
が
廃
止
さ
れ
、
共
有
者
の
共
有
権
が
回
復
さ
れ
て
お
り
、
既
に
北
海
道
知
事
の
管

理
下
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、北
海
道
知
事
に
御
指
摘
の
よ
う
な
実
測
の
実
施
を
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

北
海
道
及
び
農
林
水
産
省
に
お
い
て
御
指
摘
の
三
筆
の
土
地
が
旧
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
四

十
三
号
）
に
基
づ
き
買
収
さ
れ
た
当
時
の
北
海
道
公
報
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
北
海
道
公
報
の
一
部
が
保
存
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
筆
（
門
静
二
番
地
一
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
二
筆
（
門
静
五
番
地
一
及
び
門
静
百
七
十
八
番
地
一
）
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

二



が
な
さ
れ
た
か
否
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
筆
（
門
静
百
七
十
八
番
地

一
）
に
つ
い
て
は
、
旧
自
作
農
創
設
特
別
措
置
登
記
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
登
記
が

行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
他
の
一
筆
（
門
静
五
番
地
一
）
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い

て
行
わ
れ
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
供
託
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
三
筆
の
土
地
と
も
、
旧
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
適
法
に
買
収
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
十
八
件
の
共
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
土
地
貸
付
規
程
等
を
廃
止
す
る
規
則
（
平
成
九

年
北
海
道
規
則
第
百
十
三
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
管
理
規
程
（
昭
和
九
年
北
海
道
庁
令
第
九
十
四

号
）
及
び
同
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
北
海
道
知
事
が
適
切
に
管
理
し
、
ま
た
、
ア
イ
ヌ
新
法
附
則
第
三
条
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
北
海
道
知
事
が
共
有
者
へ
の
返
還
の
手
続
を
進
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
北
海
道
知
事
が
当
該
共
有
財
産
に
つ
い
て
改
め
て
実
態
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

三



ア
イ
ヌ
新
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
共
有
者
に
返
還
さ
れ
る
共
有
財
産
は
、
ア
イ
ヌ
新
法
の
施
行
の
際
、
旧
保
護
法

に
基
づ
き
北
海
道
知
事
が
現
に
管
理
し
て
い
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
樺
太
ア
イ
ヌ
の
共
有
財
産
」
と
は
、

明
治
八
年
の
樺
太
・
千
島
交
換
条
約
の
締
結
以
降
、
樺
太
島
か
ら
北
海
道
に
移
住
し
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
係
る
共
有
財
産

（
以
下
「
本
件
共
有
財
産
」
と
い
う
。
）
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
共
有
財
産
は
、
ア
イ
ヌ
新
法
の
施
行

の
際
、
北
海
道
知
事
が
現
に
管
理
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
条
に
基
づ
く
返
還
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
返
還
の
手
続

の
一
部
で
あ
る
公
告
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
北
海
道
庁
作
成
の
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
沿
革
史
」
に
よ
れ
ば
、
本
件
共
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
十
四
年

ご
ろ
か
ら
明
治
三
十
九
年
ま
で
に
、
そ
の
共
有
者
の
ほ
と
ん
ど
が
樺
太
島
に
帰
島
し
た
た
め
、
大
正
十
三
年
六
月
十
四
日
付

け
で
北
海
道
庁
と
樺
太
庁
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
協
定
等
に
基
づ
き
北
海
道
庁
長
官
が
処
分
に
着
手
し
、
昭
和
二
年
に
処
理

を
遂
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

四


